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第７６３回教育委員会会議録 

 平成２７年６月２２日、御殿場市教育委員会６月定例会を御殿場市役所第５会議

室に招集する。 

 

１． 出席した委員   

１番委員 小 見 山 司 朗  ２番委員 勝 又 英 和 

３番委員 勝 又 將 雄    ４番委員 福 島 東 

５番委員 岩 瀬 こずえ 

   

２．番外に出席した者 

教育部長            教育総務課長 

学校教育課長          社会教育課長 

学校給食課長          学校教育課課長補佐  

社会教育課長補佐   

 

教育委員会事務局職員 教育総務課副参事  

教育総務課主事   

教育委員長 

 

ご苦労さまでございます。本日は、全員の出席をいただいており

ますので委員会は成立いたします。 

教育委員長 ただ今から、御殿場市教育委員会６月定例会を開会いたします。 

                  開 会 午後２時００分 

教育委員長 本日の委員会は、事前にお手元に配布しております日程により進

行いたしますのでご了承願います。 

教育委員長 それでは会議録署名人の指名を行います。 

委員長の指名により決定することにご異議ございませんか。 

 （異議なし）  

教育委員長 ご異議がないようですので、こちらから指名いたします。 

２番勝又英和委員と３番勝又將雄委員にお願いいたします。 

次に会期でありますが、本日１日間といたします。 

なお、定例会終了後、委員会協議会を開催いたしますので、よ

ろしくお願いします。 

初めに当局から一言お願いします。 

教育部長  本日はご苦労様でございます。ここへ来て、様々な行事にもご出

席いただきありがとうございます。 

 ６月議会も明日が最終日となりまして、今回教育関係で３名の議

員から一般質問が出ました。また時期を見て報告させていただきま

す。 

 教育委員会ではこれから子ども条例の制定や、教育委員会改革に
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向けての条例の整備等をやっていくことになると思います。 

 本日はよろしくお願い致します。 

教育委員長 それでは議事に入ります。初めに御教議第３８号「御殿場市立学

校給食センター運営委員会委員の委嘱について」を議題といたしま

す。 

それでは内容説明をお願いいたします。 

学校給食課長  それでは議案の朗読をさせていただきます。議案書２ページをご

覧ください。 

（議案書朗読） 

 議案書３ページをご覧ください。給食センター運営委員会は、給

食センターの運営に関する必要な事項を審議するために、御殿場市

立学校給食センター条例に基づいて設置しております。委員は２０

人以内、任期は１年となっております。委員につきましては、市立

学校校長、市立学校校医、市立学校薬剤師、市立学校ＰＴＡ代表等

から推薦された委員を教育委員会が委嘱・任命することになってお

ります。 

 この度、推薦に基づく名簿を作成致しましたので、委員の委嘱・

任命について承認をお願いするものでございます。 

 以上で説明を終わります。 

教育委員長  ただ今御教議第３８号について内容説明がなされましたが、本

案について質疑を求めます。 

教育委員長 質疑も無いようですので、本案を原案どおり承認することにご異

議ございませんか。 

（異議なし） 

教育委員長 ご異議が無いようですので、御教議第３８号「御殿場市立学校給

食センター運営委員会委員の委嘱について」は原案どおり承認する

ことに決しました。 

教育委員長 次に、御教議第３９号「御殿場市子ども読書活動推進会議委員の

委嘱について」を議題といたします。説明をお願い致します。 

社会教育課長 ただいま議題となりました御教議第３９号につきまして内容説

明をいたします。最初に議案の朗読を行います。 

（議案書朗読） 

 資料ですが、別紙御教議第３９号資料をご覧ください。御殿場市

子ども読書活動推進会議委員は子どもの読書活動を推進するため、

御殿場市子ども読書活動推進会議設置要綱に基づきまして委嘱す

るもので、委員は１８名以内、任期は平成２７年４月１日から平成

２９年３月３１日までの２年間となっております。 

 このたび、委員１４人の認定について承認をお願いするもので
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す。 

なお、新任委員は名簿２番から４番、及び７番から１４番の１１

人です。 

 以上で説明を終わります。ご審議の程よろしくお願い申し上げま

す。 

教育委員長 ただ今内容説明がなされましたが、本案について質疑を求めま

す。 

教育委員長  質疑も無いようですので、本案を原案どおり承認することにご

異議ございませんでしょうか。 

（異議なし） 

教育委員長 ご異議が無いようですので、御教議第３９号「御殿場市子ども

読書活動推進会議委員の委嘱について」は原案通り承認すること

に決しました。 

教育委員長 次に、御教議４０号「御殿場市立図書館協議会委員の委嘱につ

いて」を議題といたします。説明をお願いします。 

社会教育課長  それでは、議案を朗読させていただきます。 

（議案書朗読） 

 別紙、御教議第４０号資料をご覧ください。御殿場市図書館協

議会委員は図書館の運営に関し、館長の諮問に応ずると共に、図

書館奉仕につき、館長に意見を述べるため、御殿場市図書館条例

第７条に基づき委嘱するものです。  

 委員は１０人以内、任期は平成２７年４月１日から平成２９年

３月３１日までの２年間となっております。 

 このたび、委員１０名の任命について承認をお願いするもので

す。 

なお、新任委員は名簿番号２番、６番、７番、９番の４人です。 

 以上で説明を終わります。ご審議の程よろしくお願い申し上げ

ます。 

教育委員長 ただいま御教議第４０号について内容説明がなされましたが、本

案について質疑を求めます。 

教育委員長 質疑も無いようですので、本案を原案通り承認することにご異

議ございませんか。 

（異議なし） 

教育委員長 ご異議が無いようですので、御教議第４０号「御殿場市立図書

館協議会委員の委嘱について」は原案どおり承認することに決し

ました。 

教育委員長  続きまして、御教議第４１号「平成２７年度就学援助について」

を議題といたします。それでは内容説明をお願いします。本案に
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ついては秘密会といたしますので、関係者以外は退席をお願いし

ます。 

（秘密会） 

教育委員長 それでは説明をお願いします。 

学校教育課長  ただ今議題となりました御教議第４１号について内容説明を致

します。初めに議案の朗読を致します。議案書６ページをご覧く

ださい。 

 （議案書朗読） 

 今回認定のご審議をお願いしますのは、平成２７年度就学援助

の申し出がありました１０人で、いずれも新規の申し出でありま

す。具体的な内容につきましては後程担当者から説明させますが、 

認定理由は要保護世帯の者２人、準要保護で児童扶養手当を受給

している世帯の者６人、保護者の職業が不安定な者２人となって

おります。 

 提案にあたりましては、学校教育法、就学援助法、御殿場市認

定要領、その他関係法令に基づいておりますので、よろしくご審

議のほどお願い申し上げます。 

学校教育課 

課長補佐 

それでは内容につきまして、ご説明申し上げます。御教議第４

１号関係資料をご覧ください。 

今回の申請は小学生１０人でございます。お手元に配布してお

ります資料は、１ページから２ページが申請者一覧表、３ページ

から４５ページまでが申出書と関係資料、４７ページが生活保護

費等計算書、４８ページが認定基準を超えた場合の判断基準とな

っております。 

それでは、順次ご説明申し上げます。 

（内容説明） 

以上で内容説明を終わります。よろしくご審議のほどお願い申

し上げます。 

教育委員長 ただ今内容説明がなされましたが、本案について質疑を求めま

す。 

（質疑） 

教育委員長 他に質疑も無いようですので、本案を原案どおり承認すること

にご異議ございませんか。 

（異議なし） 

教育委員長 それでは秘密会を解き会議を続行します。 

他に何かございますか。 

教育委員長 他に無いようですので、以上をもちまして御殿場市教育員会６

月定例会を閉会といたします。 
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会議録署名人 

 

 

上記のとおり相違ないことを証明するため署名する。 

 

 

 ２番委員               

 

 

          ３番委員               

 

 

 


